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2019年４月19日、東京池袋で87歳の男性が重大な自動
車事故を起こした。報道によると、この男性は走行車線
を変更した際、道路の縁石に接触し、そこから暴走をは
じめ赤信号を無視し、横断歩道を渡る通行人を次々とは
ねた。これにより10人が重軽傷を負い、横断歩道を自転
車で走行していた親子が亡くなった。
この事故に続き、４月21日には神戸市で64歳の男性が
運転する市営バスが横断歩道に侵入し、20代の男女２人
が亡くなり、６人が重軽傷を負う事故が起きた。また、
５月８日には滋賀県大津市で62歳の女性が運転する車に
起因する事故で園児２人が亡くなり、園児ら14人が重軽
傷を負った。
このような凄惨な交通事故は運転さえしなければ絶対
に起こすことはない。だから、今回の事故で高齢運転
者は運転をやめるべき、やめさせるべきという風潮が強
まった。事故被害者の立場に寄り添えば、当然である。
とくに87歳の男性の場合、医師から運転をやめたほうが
よいと助言を受け、本人もやめるつもりだったという。
高齢運転者は死亡事故を起こしやすい。それが高齢運
転者に免許返納を呼びかける理由のひとつになってい
る。しかし、死亡事故は衝突相手が死亡した事故ばかり
でない。運転者自身が死亡してもそれは死亡事故であ
り、運転者が死亡する事故は高齢になるほど多い。ま
た、高齢運転者は他の年齢層と比べ、単独事故を起こし
やすい。つまり、自ら犠牲になることが多いのである。
死亡事故は氷山の一角である。高齢運転者が他の年齢
層と比べ「危険」なのかどうかを判断するには、どれだ
け事故を起こし、どれだけ死傷者が生じているかを比べ
る必要がある。私は以前、警察庁の交通事故データと国
土交通省の全国都市交通特性調査のデータを用いて、走
行距離あたりの事故件数と事故件数あたりの死傷者数を
算出し、運転者の年齢層間で比較したことがある１）。高
齢者は他の年齢層と比べ仕事で運転することが少なくな
るので、仕事以外の走行と事故に限定して分析した。
その分析でわかったことは、運転者が70代に入ると事
故件数は増えるが、10代から20代前半の若年運転者には
及ばないということである。これは警察庁が公表してい
る免許保有者あたりの事故件数でも同じである。また、
事故件数あたりの死傷者数は運転者の年齢層間でほとん
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ど変わりなく、衝突相手が車の場合、その死傷者数は高
齢運転者の事故のほうがむしろ少ない。したがって、集
団レベルでみれば、高齢運転者がより危険であるという
証拠はなく、どの年代でも危険な運転者が存在するとい
うことになる。
今回の事故を受けて、高齢運転者対策の強化を求める
声が高まるに違いない。しかし、上記の分析に基づけ
ば、高齢運転者を一律に危険視し排除するような対策は
取るべきでない。わが国では欧米諸国と比べ、交通弱者
である歩行者や自転車乗員が交通事故死者数に占める割
合は高く、高齢者が占める割合も高い。高齢運転者が運
転をやめ、事故を起こすリスクがなくなったとしても、
今回の事故の被害者と同様に交通弱者として事故に遭う
リスクは高まるかもしれない。また、活動的な生活が維
持できず健康に悪影響が及ぶ可能性もある。
これらはずいぶん前から欧米で報告されてきた。私
も最近、このことをわが国で実証した２，３，４）。それでわ
かったことは、2009年に75歳以上の運転者を対象に免許
更新時の認知機能検査が導入されたが、それ以降、75歳
以上の運転者による事故は一向に減っていないが、75歳
以上の歩行者や自転車乗員の死傷リスクが増えていたこ
とである。これは75歳以上の運転者が運転を控えたりや
めたりしたことによる可能性が高い。また、65歳以上の
運転者が運転をやめると、その後、要介護認定のリスク
が高まること、運転をやめても公共交通機関や自転車と
いった能動的に移動できる手段を利用していると、その
リスクは多少抑えられることもわかった。
さて、高齢運転者による事故がなくなれば、それでよ
いのであろうか。私が高齢運転者による事故の被害者
家族だとしたら、それでよいと考えるかもしれない。私
事ではあるが、私は父を事故で亡くしており（実際は事
故で四肢麻痺となり、人工呼吸器を付けて10年間生きた
のちに亡くなっており）、被害者感情は痛いほどわかる。
しかし、その一方で、高齢者が交通弱者となり、交通事
故の犠牲になっているとしたら、私はそれにどう答えた
らいいのだろうか。
わが国の高齢運転者対策には、リスクのトレードオフ
に関する議論が求められる。ここで言うリスクのトレー
ドオフとは、運転を続ければ事故を起こすリスクが伴う

13日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.12（2）　2019



が、運転をやめれば健康を損なうリスクが生じるという
ことである。高齢者の事故リスクは前述のとおり突出し
ているわけではないが、現在はこればかりが注目されて
いる。運転をやめた場合の健康リスクについては、せい
ぜい生活に支障を来すという議論だけで、命に関わると
はあまり認識されていない。そのためか、事故リスクへ
の対策（たとえば、安全運転支援の技術開発）と比べ、
健康リスクへの対策はまだまだ立ち遅れている。多様な
交通手段を組み合わせたモビリティ支援や車がなくても
暮らせるまちづくりは一部の地域で試行されているが、
こうした生活者の視点に立った取り組みが今後ますます
必要とされる。
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